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市民年金課　�75-1210 京都南社会保険事務所　国民年金業務課　�075-643-2547

保険料の追納について
保険料の免除や若年者納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少
なくなります。このため、これらの期間は、10年以内であればあとから保険料を納付すること（追納）がで
きるようになっています。
保険料を追納する場合は、保険料の免除や納付猶予を受けた年度から起算して、3年度目以降に保険料を追
納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
保険料の追納には納付書が必要です。住所地を管轄する社会保険事務所で納付書を作成しますので、電話
などで追納についてご相談ください。

国民年金保険料の免除制度�国民年金保険料の免除制度�国民年金保険料の免除制度�
保険料免除制度とは、収入が少なく保険料の納付が困難なときに、
市区町村の年金窓口に申請し、社会保険事務所で承認されると、保険料の納付が免除される制度です。

全額免除制度
保険料の全額（14,660円）が免除
→全額免除された期間は、保険料を全額納付したときに比べ、年金額が1/3として計算されます。
※申請者本人のほか、配偶者および世帯主の方も前年所得が所得基準の範囲内である必要があります。
※申請の時期によって、前々年の所得で審査をおこなう場合があります。

一部納付（一部免除）制度
保険料の一部を納付、残りの保険料は免除
一部納付は3種類です。それぞれの納付額と年金額の計算は次のとおりです。
・4分の1納付（ 3,670円）→ 年金額1/2
・2分の1納付（ 7,330円）→ 年金額2/3
・4分の3納付（11,000円）→ 年金額5/6
※申請者本人のほか、配偶者および世帯主の方も前年所得が所得基準の範囲内である必要があります。
※申請の時期によって、前々年の所得で審査をおこなう場合があります。
（注）一部納付（一部免除）制度は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制

度です。一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効（未納）と同じになります。

■若年者納付猶予制度
世帯主の所得で保険料が免除されない場合でも、30歳未満の方であれば、同居している世帯主の所得にか
かわらず、本人および配偶者の前年の所得が政令で定める額以下の場合、申請して承認されれば、保険料の
納付が猶予される制度です。
→受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
※学生の方で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、学生納付特例制度を利用ください。
※申請の時期によって、前々年の所得で審査をおこなう場合があります。

始期と終期 平成21年7月～平成22年6月
申　請　先 市民年金課または加茂・山城支所市民福祉課へ。
申請に必要なもの・年金手帳（基礎年金番号通知書）

・印鑑
・今年1月2日以降に木津川市に転入された方は、前住所地の所得証明書
（配偶者、世帯主がいる場合は各々）

そ　の　他 退職（失業）による特例により申請をおこなう場合は、雇用保険受給資格者証や
雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください。

◎継続申請もできます
申請（手続き）される際に、あらかじめ申請書に翌年度の免除申請希望を明記することにより、翌年度以降
も申請（手続き）があったものとみなされ、自動的に審査が受けられます。
（注）失業や災害などを理由として承認された方や一部納付（4分の3納付・2分の1納付・4分の1納付）を承

認された方、申請が却下された方は、翌年度も申請（手続き）が必要となります。
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ア地区（7月16日、毎月第3木曜日）�
イ地区（7月17日、毎月第3金曜日）�
ア地区（7月16日、毎月第3木曜日）�
イ地区（7月17日、毎月第3金曜日）�

山城区域�

加茂区域�

行政区別収集区域表（燃やすごみ以外）

ビニール・プラスチック容器包装（レジ袋・食品カップ・卵ケースなど）

8月13日
8月 3日
8月12日
8月13日
8月14日
8月11日
8月 6日

8月 4日
8月 6日
8月 6日
8月 6日
8月 7日
8月 7日
8月10日

月・木曜　

火・金曜

水・土曜

観音寺、大野、法花寺野、北新町の一部、中新町の一部、
南町、西町、中町、東町（駅西2含む）、中森、岡崎の一部、
河原、南加茂台1・8・9・12・14丁目、プレステマンション

二本松、高田、北新町の一部、中新町の一部、南新町（駅
西1・駅東1の一部含む）、兎並、兎並西（駅東4含む）、山
ノ上、北、小谷上、小谷下、山田、当尾地区全域、南加茂
台3・4・5・6・10・15丁目

里、銭司、井平尾、岡崎の一部、西、東、登大路、仏生寺、
口畑、奥畑、駅東1・2・3（プレステマンションを除く）、
南加茂台2・7・11・13丁目

ペットボトル

Ａ地区①② Ｂ地区①② Ｃ地区 Ｄ地区 Ｅ地区 Ｆ地区 Ｇ地区
金曜 水曜　 月曜 月曜 火曜 火曜 水曜

Ａ地区①②
Ｂ地区①②
Ｃ地区・Ｄ地区

Ｅ地区・Ｆ地区
Ｇ地区

第4月曜
第2月曜
第4月曜

第4火曜
第1月曜

燃やすごみ（生ごみ・木くず・紙くずなど）

燃やさないごみ（ビン・かん・陶器類・蛍光灯など）

ビニール・プラスチックごみ（ビデオテープ・歯ブラシ・靴など）

燃やすごみ 新聞・雑誌・ダンボール
古着・紙製容器包装

燃やさないごみ
ビン、かん、陶器類、蛍光灯など

ビニール・プラスチックごみ
ビデオテープ、歯ブラシ、靴など

Ａ地区（第2・4水曜）7月 8日・22日
Ｂ地区（第2・4木曜）7月 9日・23日

8月12日
8月13日

（注）収集日は同じ日ですが、必ず別々の袋に入れて出してください。

飲料用紙パック・ペットボトル
中を洗って、切り開き、乾かして

山城区域全域　第3水曜日

Ａ地区（上狛北部・上狛南部）
Ｂ地区（綺田・平尾・椿井・北河原・神童子）

粗大ごみ ※テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・
エアコン・パソコン・バイクは収集できません。

ビニール・プラスチック容器包装
レジ袋、食品カップ・卵ケースなど

山城区域全域　月曜日

区　域

Ａ地区

Ｂ地区

Ｃ 地 区

Ｄ 地 区

Ｅ 地 区

Ｆ 地 区

Ｇ 地 区

行　　　政　　　区

南加茂台4・6・8・9丁目
南加茂台12・13・14・15丁目
南加茂台1・2・3・5丁目
南加茂台7・10・11丁目
井平尾、岡崎、河原、西、東、登大路、
仏生寺、口畑
里、二本松、観音寺、大野、法花寺野
新町（駅西1含む）、南町、西町、中町、東
町（駅西2含む）、中森、兎並、山ノ上、北
兎並西（駅東4含む）、駅東1・2・3、小谷
上、小谷下、銭司、山田、奥畑
高田、当尾地区全域

①

②

①

②

※キャップは取り除いてください。

粗大ごみ ※テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・
エアコン・パソコン・バイクは収集できません。

①地区（上狛南部・国道24号より西側）
②地区（上狛北部・国道24号東側）
③地区（椿井・北河原・南平尾（鳴子川より南））
④地区（南平尾（鳴子川より北）・神童子）
⑤地区（北平尾・南綺田（不動川より南））
⑥地区（南綺田（不動川より北）・北綺田）

Ａ地区①②（第2・4木曜） 7月 9日・23日
Ｂ地区①②（第1・3月曜） 7月 6日・20日
Ｃ地区（第2・4水曜） 7月 8日・22日
Ｄ地区（第2・4木曜） 7月 9日・23日　
Ｅ地区（第2・4金曜） 7月10日・24日
Ｆ地区（第2・4火曜） 7月14日・28日
Ｇ地区（第1・3木曜） 7月 2日・16日

Ａ地区①②（第1・3火曜） 7月 7日・21日
Ｂ地区①②（第1・3木曜） 7月 2日・16日
Ｃ地区（第1・3木曜） 7月 2日・16日
Ｄ地区（第1・3木曜） 7月 2日・16日　
Ｅ地区（第1・3金曜） 7月 3日・17日
Ｆ地区（第1・3金曜） 7月 3日・17日
Ｇ地区（第2・4月曜） 7月13日・27日

Ａ区域① Ａ区域② B区域① B区域② Ｃ区域

8月31日（月） 8月11日（火） 8月14日（金） 8月28日（金） 7月16日（木）

Ｄ区域 Ｅ区域 Ｆ区域 Ｇ区域

8月20日（木） 7月17日（金） 8月21日（金） 8月17日（月）

①地区　　 ②地区　　　 ③地区
7月11日（土） 7月25日（土） 8月 8日（土）

④地区　　 ⑤地区　　　 ⑥地区
8月22日（土） 9月12日（土） 9月26日（土）

※詳しくは「ごみ収集カレンダー」をご覧ください。

※詳しくは
「ごみ収集カレンダー」を
ご覧ください。

※「ごみ収集カレンダー」および「50音別ごみ分別ガイドブック」は、木津川市ホームページに掲載しています。
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Garbage Collection

各ごみは、決められた日の、�

木津区域�

第1火曜
第2火曜
第3火曜
第4火曜

Ａ地区・Ｄ地区
Ｂ地区・Ｃ地区・Ｋ地区
Ｅ地区・Ｈ地区・Ｉ地区
Ｆ地区・Ｇ地区・Ｊ地区

燃やさないごみ
Incombustible

ビニール・プラスチックごみ
Plastic goods waste

8月 4日
8月 6日
8月10日
8月 3日
8月 8日
8月13日
8月11日
8月 7日
8月12日
8月 5日
8月14日

（注）必ず、別々の袋に入れて出してください。

飲料用紙パック
Paper bottles

古紙類（新聞・雑誌・ダンボール・古布など）
Used paper, magazine, corrugated cardboard, and cloth

ペットボトル
Plastic bottles

拠点回収

拠点回収

決められた場所へ出してください。

Permanent collection points for paper bottles /
plastic bottles
We regret that due to lack of space,no details in English are
available. Please  ask  your  neighbors and/or the Kizugawa
city office  for  information regarding collection points. 

ビン・かん・陶器類・蛍光灯など
（Bottles, cans, pottery etc.）

ビデオテープ・歯ブラシ・靴など
（Video tapes, tooth brushes etc.）

Used paper, magazine, corrugated cardboard, and cloth must
each be  sorted  out  separately.
These items will be recycled and will not be treated as combustible waste.
Please  ask your neighbors and /or the Kizugawa city office for
information regarding the designated place and collection days.

古紙類…新聞・雑誌・ダンボール・古布・飲料用紙パックなどは
完全リサイクルされます。「燃やすごみ」として収集されません。
各地域で、定められた場所にきちんとお出しください。

旧 庁 舎 南 側
女 性 セ ン タ ー
リサイクル研修ステーション
西 部 交 流 会 館
東 部 交 流 会 館
木津地域総務室駐車場前倉庫内
以上施設開所日のみ設置

ジャンボなかむら（木津店）
スーパー中村屋（木津店）
城　　酒　　店
イ ワ ウ チ 酒 店
JA京都やましろ木津支店
アル・プラザ（木津店）
ハーベス（木津川台店）
スーパードーム
サティ高の原店（西側入口）
サンディ（木津店）
以上営業日のみ設置

飲料用紙パック
ペットボトル
回収容器常設場所

梅美台公園南側歩道
梅美台5丁目黄葉

も み じ

公園

州見台1丁目山藍
やまあい

公園

第3月曜日

第1木曜日

まち美化推進課 �75-1215

Please put your garbage in its designated place before 8 a.m. on collection day.  Do not put your garbage
out the night before. Inquiry:  Machibikasuisinka (Sanitation Sec.)  Kizugawa city Office
Tel:  75-1215  Fax:  72-3900

古紙類をリサイクルすることで燃やすごみの量を減らす
ことができます。
古紙類集団回収事業
古紙類等の集団回収にご協力ください。
集団回収で古紙類（新聞、雑誌、ダンボール、紙パック、古着）
を収集された場合、補助金（予算範囲内）をお支払いします。
※収集業者によって回収品目が異なることがあります。くわ
しくは各収集業者に問い合わせください。

粗大ごみ
Large size

ビニール・プラスチック容器包装
Plastic casing／wrapping

Ａ地区　Ｂ地区　Ｃ地区　Ｄ地区　Ｅ地区　Ｆ地区
木曜　　月曜　　木曜　　水曜　　水曜　　月曜　
（Thu.）（Mon.）（Thu.）（Wed.）（Wed.）（Mon.）

Ｇ地区　Ｈ地区　Ｉ地区　Ｊ地区　Ｋ地区
金曜　　火曜　　火曜　　金曜　　火曜　
（Fri.） （Tue.） （Tue.）（Fri.） （Tue.）

※テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコン・パソコン・バイクは収集できません。

机・自転車・ストーブ・タンスなど
Desk, bicycle, stove, chest  etc.

収集でき
ないごみ

タイヤ・廃油・バッテリー・農薬・劇物・消火器など
の処理は購入店又は専門業者にご相談ください。

レジ袋・食品カップ・卵ケースなど
Grocery bags,shampoo bottles,egg cartons etc.

Please note that we are unfortunately not able to accept
dangerous materials, chemicals, car-batteries, tires or oil etc. These
items should be taken to the store from which you bought them.

燃やすごみ
Combustible

生ごみ・木くず・紙くずなど
Kitchen waste, dust etc.

Ａ地区（第1・3火曜） 7月 7日・21日
Ｂ地区（第1・3木曜） 7月 2日・16日
Ｃ地区（第2・4月曜） 7月13日・27日
Ｄ地区（第1・3月曜） 7月 6日・20日　
Ｅ地区（第2・4土曜） 7月11日・25日
Ｆ地区（第2・4木曜） 7月 9日・23日
Ｇ地区（第2・4火曜） 7月14日・28日
Ｈ地区（第1・3金曜） 7月 3日・17日
Ｉ地区（第2・4水曜） 7月 8日・22日
Ｊ地区（第1・3水曜） 7月 1日・15日
Ｋ地区（第2・4金曜） 7月10日・24日

Ａ地区　　　 Ｂ地区　　　 Ｃ地区　　　 Ｄ地区
8月28日（金） 7月11日（土） 7月25日（土） 8月 8日（土）

Ｅ地区　　　 Ｆ地区　　　 Ｇ地区　　　 Ｈ地区
7月10日（金） 9月26日（土） 9月29日（火） 8月27日（木）

Ｉ地区　　　 Ｊ地区　　　 Ｋ地区
9月25日（金） 8月31日（月） 7月 3日（金）

※詳しくは
「ごみ収集カレンダー」をご覧ください。
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